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※今年度から従来の紙による申請から電子申請へと変更させていただきます。 

下記の内容を十分ご留意の上、申請してください。 

 

令和８年度秋田県登録販売者試験 

受験案内 
１ 試験日時 

  令和８年８月２６日（水） 午前１０時３０分から午後３時５５分まで 

 

２ 試験場所 

  秋田市中通二丁目６番１号 ＡＮＡクラウンプラザホテル秋田 

  ※会場の収容人数の都合により、他の会場での受験とする場合があります。必ず受験票（はがき）

にて受験会場を確認してください。 

 

３ 試験項目及び試験時間 

（午前の部） 

10:30～12:30 

試験項目 出題数 時間 

医薬品に共通する特性と基本的な知識 20 問 
120 分 

主な医薬品とその作用 40 問 

12:30～13:40 休憩時間 

（午後の部） 

13:55～15:55 

人体の働きと医薬品 20 問 

120 分 薬事に関する法規と制度 20 問 

医薬品の適正使用と安全対策 20 問 

 

４ 試験方法 

  筆記試験（マークシート方式） 

 

５ 受験手続 

  電子申請により手続きをしてください。 

  申請にあたっては、「秋田県登録販売者試験オンライン申請マニュアル」を参考にしてください。 

  従来の紙による申請は受け付けません。電子申請ができない特別の事情がある場合は、６月９日

（火）までに秋田県健康福祉部医務薬事課医務・薬務チーム（018-860-1407）にご連絡ください。 

 

（１）申請受付期間 

   令和８年６月２日（火）から令和８年６月２３日（火） 

初日の午前８時３０分から最終日の午後５時１５分まで 
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   ※申請受付期間の最終日は、サイトへのアクセスが集中し、申請に時間がかかる場合がありま 

す。また、通信回線上の障害の原因であっても、申請受付期間を過ぎると申請できませんので、

余裕をもって早めに申請を行ってください。 

 

（２）申請方法 

   下記ＵＲＬから秋田県電子申請サービス（Graffer スマート申請申請）にアクセスし、申請して 

ください。なお、入力においてメールアドレスが必要になります。 

https://ttzk.graffer.jp/pref-akita/smart-apply/apply-procedure/7273750512353429333 

 

 

 

 

 

（３）申請の際に電子データによる添付が必要な書類 

  ・画像データのサイズは１０ＭＢまで 

  ・登録できるファイルの種類は、画像ファイル（jpeg、jpg、gif、png）のみ 

  ・ファイル名は「氏名_生年月日．拡張子」とすること 

 

  ①顔写真 

  ・出願前６か月以内に撮影したもの 

  ・無帽、上半身、正面向き、無背景、縦横比が４：３のカラー画像データ 

 

  ②戸籍抄本又は住民票の写し 

  ・本籍地の記載があり、マイナンバーの記載のないもの 

  ・申請時点での現状を反映し、かつ出願前６か月以内のもの 

 

（４）受験手数料 

   １７，６００円 

   納付方法 クレジットカードのみ  

 

※対象クレジットカード（VISA/Master/JCB/Amex/Diners） 

  ※電子マネー決済や秋田県証紙は使用できません。お支払いは秋田県電子申請サービス（Graffer

スマート申請）により申請と同時に行います。 

  ※領収証は発行されません。支払履歴は、取引明細書等でご確認ください。 

  ※手数料支払い後は、いかなる理由があっても返金しません。 

 

（５）その他の注意事項 

   試験当日に車椅子を使用するなど、受験に際し配慮を必要とする方は、電子申請フォーム内「備
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考（連絡事項）」にその旨入力をお願いします。なお、医師の診断書や身体障害者手帳の写し等

の提出を求めることがあります。 

 

（６）試験に関するお問い合わせ先 

   秋田県健康福祉部医務薬事課 医務・薬務チーム 

   ＴＥＬ：０１８－８６０－１４０７ 

   午前９時から午後５時まで（土曜日及び日曜日・祝日を除く） 

     

７ 受験票の送付 

  申請者に対しては、申請時に記載された住所宛てに、受験票（はがき）を送付します。 

   なお、令和８年８月５日（水）までに受験票が届かない場合は、秋田県健康福祉部医務薬事課医

務・薬務チームにお問い合わせください。 

 

８ 申請完了後の申請書記載内容等の変更手続き 

  受験申請後に氏名・本籍地に変更があった場合は、その旨を秋田県健康福祉部医務薬事課医務・薬

務チームにお申し出ください。 

   なお、申請時に記載された住所に変更が生じた場合は、受験者の責任において、郵便局へ転居届

を提出する等の対応を行ってください。 

 

９ 試験当日における注意事項 

（１）基本的な感染対策に御協力お願いします。 

（２）主な携行品については次のとおりです。会場には、キャリーバッグ等の大きな荷物は持ち込まな 

いでください。 

※マスク、受験票、筆記用具（Ｂ又はＨＢの黒鉛筆又はシャープペンシル、プラスチック消しム）、

腕時計等の小型の時計（携帯電話、スマートフォン及びウェアラブル端末等は不可。以下同じ。な

お、時計のアラーム機能は解除しておくこと。） 

※必要に応じて、めがね（ウェアラブル端末等は不可。以下同じ。）、鉛筆削り、拡大鏡、ティッシュ

ペーパー 

（３）試験に関する注意事項を説明するため、試験開始１５分前までに所定の場所に着席してくださ 

い。遅刻については、原則、試験開始後３０分までは認めますが、遅刻者に対して試験終了時刻の

延長は行いません。試験当日、悪天候等の為、公共交通機関に乱れが生じることがあるので、時間

に余裕をもって試験会場に来場してください。 

（４）試験開始１５分前までに、携帯電話、スマートフォン及びウェアラブル端末等の電源を落として 

ください。いわゆる「機内モード」等の電波を発しない状態であっても、これを認めません。試験 

中に、受験者がこれらに触れた場合、又は端末が鳴動する等の挙動を示した場合、不正とみなすこ 

とがあります。 

また、同時刻までに、受験票、筆記用具（Ｂ又はＨＢの黒鉛筆又はシャープペンシル、プラスチ 

ック消しゴム）、腕時計等の小型の時計、必要に応じて、めがね、鉛筆削り、マスク、ティッシュ
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ペーパー（包装から出した状態に限る。）、拡大鏡を机の上に用意し、これら以外の物（筆箱、参考

書、携帯電話等）については、かばんの中に収納してください。 

（５）試験の実施が困難と判断し、試験を延期又は中止する場合は、申請者個別に連絡は行わず、秋田 

県公式ウェブサイト「美の国あきたネット」（https://www.pref.akita.lg.jp/）に掲載します。 

 

１０ 合格基準 

   原則として、総得点の７割以上、かつ、各科目の得点が４割以上 

 

１１ 合格発表 

   令和８年９月２９日（火） 

   県の公報による公示及び秋田県公式ウェブサイト「美の国あきたネット」

（https://www.pref.akita.lg.jp/）に掲載します。なお、電話等による合否のお問い合わせに

は対応しかねます。 

 

１２ 合格証の交付 

   合格者には、合格証を合格発表の日以降に郵送します。 

 

１３ 試験結果の提供 

 試験結果の提供を希望する場合は、受験者本人が、本人であることを証明する書類（受験票、運

転免許証、マイナンバーカード又は旅券等）を持参し、日曜日、土曜日及び祝日を除く午前９時

から午後５時までの間に下表の受付場所に直接お申し出ください。 

 

届出者 提供内容 受付期間 受付場所 

受験者 
各試験項目の得点 

及び総合得点 

合格発表の日から 

１か月間 

秋田県庁２階 

医務薬事課内 

 

    なお、この試験結果については、上記期間経過後も、個人情報の保護に関する法律第７６条第

１項の規定により、文書による開示請求をすることができます。

 


